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午後２時02分  開 会 

 

１ 開会 

司会 ただいま定刻となりましたので、それでは、平成20年度第３回中原区区民会議をた

だいまから開催させていただきます。 

 前回は、昨年10月９日木曜日６時半から夜に開催をさせていただいたところでございま

す。 

 なお、矢野委員、宮本委員は所用によりましてご欠席との連絡をいただいております。

また、参与の立野参与、田島参与、徳安参与につきましては所用によりご欠席との連絡を

いただいているところでございます。なお、参与の滝田県議、そして市議の潮田参与、志

村参与、それから東参与につきましては遅れているようでございます。 

 まず初めに、中原区長の畠山よりごあいさつを申し上げます。 

区長 皆さん、こんにちは。中原区長の畠山でございます。本日は第３回の区民会議です

けれども、ことしに入って初めての区民会議ということでもございまして、いろいろ賀詞

交換会でお互いにごあいさつをされた方も多いと思いますけれども、とりあえず新年のご

あいさつを最初にさせていただければと思います。新年おめでとうございます。本年もど

うぞよろしくお願いいたします。 

 第３回の区民会議ということで、委員の方々、また参与の方々には、大変お忙しい日程

の中をいろいろとやりくりをしていただき、今日ご出席をいただきまして、大変ありがと

うございます。 

 今日の第３回は、前回の第２回が10月９日に開催されまして、「地域で取り組む放置自

転車対策」ということで皆様方にいろいろとご議論をいただいて、一定のテーマについて

の深めた議論をしていただいたところですけれども、その後、今日までの間に、このテー

マをより深めて効果的に区民会議の論議を進めるということでございまして、この間２回

ほど課題調査部会を開いていただきました。その課題調査部会の委員の方々には大変ご苦

労をおかけしたわけですけれども、その議論の成果を踏まえまして、今日第３回のこの会

議でもって、放置自転車対策につきまして、それぞれの市民お一人お一人に取り組んでい

ただきたいこと、あるいはさまざまな地域の団体の方々に取り組んでいただきたいこと、

あるいは行政が取り組むべきこと、そのことについてより具体的に論議を深めていただい

て、今後の具体的な行動につなげていただければというふうに思いますので、どうぞ有意

義なご議論をお願いしたいと思います。 

 それからまた、今日の区民会議では、次回は今のところですと３月を予定しているよう

ですけれども、区民会議で取り組む検討テーマについて、また皆様方に選定をいただくと

いいますか、検討をいただくということもあわせてお願いしたいと思いますので、その点

についてもよろしくお願いしたいと思います。 
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 本日のこの区民会議におきましても、傍聴の方々に多く来ていただいていることにつき

まして感謝申し上げます。皆様方には地域で区民会議についての関心を深めていただけれ

ばと思いますので、今後ともよろしくお願いしたいと思います。 

 それでは、本日の区民会議が実り多い議論になりますことをご期待申し上げまして、一

言の区長からのごあいさつとさせていただきます。本日はどうぞよろしくお願いいたしま

す。 

司会 なお、この会議は川崎市審議会等の会議の公開に関する条例に基づきまして公開で

行われまして、傍聴は許されております。また、会議録を作成し公開することとなります

ので、ご了解をいただきたいと存じます。 

 なお、会議では報道関係の取材につきまして協力しておりますので、これにつきまして

もご了解をいただきたいと存じます。 

 なお、傍聴者の皆様方に申し上げます。入り口で傍聴者の遵守事項というペーパーをお

渡ししているかと存じますけれども、お読みいただきましてお守りいただければと存じま

す。 

 それでは、まず事務局より資料の確認をさせていただきます。お願いします。 

事務局 それでは、事務局から皆様方に配付させていただいております本日の資料の確認

をさせていただきます。 

 まず一番最初に、本日の次第ということでつけさせていただいています。そちらのほう

に、ホッチキスどめで別添１ということで本日の席次表、そして、その裏側に別添２とい

う形で区民会議及び参与の方々の名簿をつけさせていただいております。 

 それから、これから説明で使いますパワーポイントのコピーを一部つけさせていただい

ています。こちらはＡ４の横の形になります。 

 それから、資料といたしまして課題調査部会の会議録、11月７日に行われました第１

回、11月27日に行われました第２回の会議録を資料として添付させていただいておりま

す。 

 資料３といたしまして、Ａ３の横長のものでございますけれども、課題調査部会の検討

テーマ「地域で取り組む放置自転車問題」の取り組み事項（案）という形で、こちらは表

裏になります。 

 資料４という形で「取り組み事例」ということで、本日委員の方で取り組んでいただい

ている事例を一部紹介させていただいたものになります。 

 資料５といたしまして、区員会議の皆様、委員の方に事前にアンケートをとらせていた

だきまして、取りまとめを表にしたものでございます。 

 それから、参考資料といたしまして、１番目として、佐野委員からいただきました放置

自転車関係のアンケート報告になります。 

 参考資料２といたしまして、自転車と共生するまちづくり委員会さんに自転車の台数の
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調査をしていただいた資料でございます。 

 参考資料３といたしまして、『中原区区民会議発「地球にいいことプロジェクト」の推

進』をつけさせていただいております。 

 それから最後、資料番号はございませんが、「あなたが変われば地球が変わる ＣＣ川

崎エコ会議シンポジウム」、こちらを参考資料４としてつけさせていただいております。 

 資料は以上でございます。お手元に資料がない方がいらっしゃいましたら、事務局まで

お知らせください。よろしくお願いいたします。 

司会 資料はいかがでございますでしょうか。そろっておりますでしょうか。不足してい

る場合は事務局までお話をいただければと思います。 

 それでは、ここからの進行につきましては藤枝委員長にお任せしたいと存じますので、

よろしくお願いをいたします。 

藤枝委員長 皆様、こんにちは。区民会議としては、やっぱり明けましておめでとうござ

いますになります。ここのところ暗い話題ばかりなので、区民会議の冒頭にちょっと夢の

ある話題に触れてみたいなと思っております。 

 東大阪市というと、何か皆さん思い出しますか。まち工場の人たちが協力して人工衛星

を上げようと取り組んでいる話題、ご存じの方は結構いらっしゃるのではないかなと思い

ます。別にそれに対抗するわけではないんですが、中原区でもちょっといろいろ今そうい

う動きができているんです。工業高校生とかいろんな方の力をかりて、中原区の人工衛星

なんて上げたら格好いいですよね。何とかその夢を実現にしたいなと思ってはいますけれ

ども、暗いばかりではないし、今日もまた大統領の就任式もございますし、明るい方向で

行かないと何か気がめいりますので、ことし１年明るい方向で頑張っていきたいなと思っ

ております。よろしくどうぞ。では、座らせていただきます。 

 それでは、次第に従いまして議事を進めたいと思っております。 

 

２ 会議録確認委員の選任 

藤枝委員長 それでは、議事に入ります。 

 まず会議録確認委員の選任でございます。前回が杉野委員と鈴木委員にお願いいたしま

したので、名簿の順番でまいりますので、恐縮ではございますが、今回は竹井委員さんと

辻委員さんにお願いいたします。よろしいでしょうか。―では、よろしくお願いいたし

ます。 

 

３ 議題 

（１）課題調査部会報告～課題解決に向けた取り組みの提案及び意見交換～ 

藤枝委員長 では、早速議題に入らせていただきます。 

 まず、議題（１）の課題調査部会報告と意見交換を行いたいなと思っております。前回
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10月に開催した第２回区民会議を受けまして、11月に課題調査部会が開催されました。課

題調査部会は最初１回の予定だったんですけれども、もう１回増やそうということで、１

回では議論し切れないため２回の開催になりました。ここでは、課題調査部会で話し合わ

れた内容について、課題調査部会長である竹井副委員長にご報告をいただきまして、区民

会議としての放置自転車問題に対する取り組み案を取りまとめていただいておりますの

で、ご説明いただきたいと思っております。 

 それでは、竹井副委員長、よろしくお願いいたします。 

竹井副委員長 では、竹井のほうから、11月７日と27日に２回行いました課題調査部会の

報告をさせていただきます。 

 課題調査部会の委員は、次第の２ページ目の裏の別添２に委員の名簿がありまして、そ

の一番右端のほうに調査部会ということで四角とか丸がついております。大下さん、川連

さん、私、竹井と芳賀さん、松本さん、村山さん、吉房さんの７名でやらせていただいて

おります。部会長のほうは私が互選でさせていただくことになりまして、あと副部会長の

ほうは吉房さんにお願いするということに第１回目の冒頭で決まりましたので、一応そう

いうメンバーでやっております。 

 では、部会の報告に移らせていただきますが、まず放置自転車対策ということでは、行

政として地域振興課さんが中心にやっておりますので、その現状とか課題について課長補

佐さんからご説明を受けまして、まずは状況認識を新たにしました。その内容につきまし

ては会議録資料１の右側に四角で囲って、１ページ、２ページ、３ページ分ぐらいありま

すけれども、一般的な放置自転車対策、放置自転車について、撤去活動、課題ということ

でご説明がありました。それについてはこれからパワーポイントの画面なんかも使いなが

ら、こんな説明なり議論をしましたよというのをちょっと説明させていただきます。 

       〔パワーポイント〕 

 ちょっと立たせていただいて、一般的な放置自転車対策ということで画面のほうに出て

おりますけれども、１つはハード面の面では、駐輪場整備、撤去活動ということで、皆さ

んも駅近くを歩いたときには、駐輪場の案内をしているとか、自転車を整備していると

か、あとトラックか何かで撤去しているような活動を目にしたことがあるかと思いますけ

れども、そういうハード面の事業をやっております。ソフト面につきましては、モラル、

マナー等の啓発活動、あと駅に近いところは正規料金、ちょっと遠いところは半額にする

とか、もっと遠いところは無料にするとか、そういうような料金で使っていただく人を増

やしていきたいというようなソフト面の制度もやっております。 

 次の話題としましては、放置自転車という言葉がありますけれども、何が放置自転車な

んだという確認をみんなでいたしました。放置されている自転車ということですけれど

も、それも通勤の方は朝置いて、お勤めを終えて駅に戻ってきてまた乗っていくというよ

うな使い方でしょうし、買い物客なんかは、ちょっと30分とか１時間どこかに置いてみた
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いな使い方があるのかなとかいろいろあると思いますけれども、市のほうの条例上では、

「自転車等の利用者が、当該自転車等から離れているため直ちに当該自転車等を移動する

ことができない状態」というのが定義だそうでございます。基本的には駐車みたいなとこ

ろでの違法駐車と同じような概念かなと思います。 

 次に、放置自転車のデータから見た特性ということで、数字の把握とかの調査もずっと

しておりますので、その報告がありました。１つは、駐輪場の数は少しずつ増えていると

いうのが、皆さんもお使いになっていて、例えば東横線の下に新しく駐輪場ができたよね

とか、そういうことではご存じだと思いますけれども、増えておりますし、そういう意味

では利用者の数も当然増えておりますけれども、放置されている自転車の数というのは横

ばいになっていて余り減っているわけではないということは、多分全体の利用者数も増え

ているし、そこで増えた方の大部分は駐輪場にちゃんと駐車されているけれども、それで

もやっぱりそこに書いてあるとおり、駐輪場のお金を100円なり150円払いたくないとか、

遠いところは不便だから、駅まで歩くのは大変だからみたいな理由で、全員ではないでし

ょうけれども、固定層みたいな方が放置自転車のことになっているのかなみたいな、そう

いうのが数字からは読み取れるということでございます。 

 次に、撤去活動についてですけれども、撤去活動の初めのターゲットは、主に朝、通勤

通学で駅を使われる方が自転車を置かれたというようなものを一応ターゲットで撤去活動

をやっていたということで、時間帯で見ると10時過ぎから放置自転車が増えますよみたい

なことが１つうかがえます。これはどういうことかなみたいな議論をいたしました。そう

いう面では、通勤通学の方に対してのある程度いろんな手当てできちんと駐輪場を使う方

が多いとか、そういうことでは、ある程度所定の効果が得られているのではないのかなと

いうことがうかがえます。 

 あとは昼以降に増えていく放置自転車をどうするかとか、今でもまちなかを見ますと、

やっぱり自転車があちこちにとまっておりますので、それをすべて追放できるのかみたい

な話もありましたけれども、いずれにしても、撤去はある意味イタチごっこ的なところが

ございまして、根本的な解決にはなかなか至らないし、もちろん費用の問題もあるでしょ

うみたいなことで、どんどん撤去しても市民からは、そんなにあちこち持っていかれては

大変だよという、反感みたいなことで、当然悪いのは向こうかなとは思いますけれども、

そうはいってもいろんな方がいらっしゃるので、いろんな意見があるというところでは、

もうちょっとやっぱり別の規範意識みたいなものを生むようなことが必要かなというよう

な話がございました。 

 最後、今後の課題でございますけれども、通勤通学者を想定した対策というのは、もち

ろん完全ではないとは思いますけれども、先ほども言ったとおり一定の成果があったのか

な。そういう意味では、今後はやっぱり買い物客なども想定した対策をどうするかなと

か。あとはやはり広報、啓発、キャンペーン、自転車と共生するまちづくり委員会を中心
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にやってはおりますけれども、そういったものも新たな視点で考えていく必要があるかな

とか。あとは全区的な取り組みとして、市民、町内会、商店街、店舗、事業者、企業との

連携協働というところで、やっぱり区全体で放置自転車をなくしていこうというような機

運を作っていくとか意識を高めていくみたいな取り組みが必要なことかなということであ

りました。 

 あと議事録の中には、後で読んでいただければどこかに書いてあるんですけれども、放

置自転車という言葉と違法駐輪という言葉で、放置自転車というと言葉的には柔らかいよ

うな印象を受けるんですけれども、駐車と同じように違法駐輪という言葉にすると、法律

を犯して置いているんだよというのが実態でございますので、これからはこの違法駐輪と

いう言葉も使いながら、やっぱりいけないことなんだよというのを皆さんにわかっていた

だくことも必要かなみたいな議論もございました。 

 以上が第１回の課題調査部会でございました。 

 引き続いて第２回のほうですけれども、１回目の今の報告といろんな議論を通じまし

て、では次に何ができるのだろうかなということでアイデアなんかも寄せていただきなが

ら２回目の部会を迎えたわけでございます。最終的には、Ａ３の資料３のほうで取り組み

内容、具体的な実行方法、実行主体、あと実施スケジュールということでまとめたものに

集約されておりますので、この表を中心に説明しながら、提案といいますか、課題調査部

会としての取り組み事項（案）ということで説明させていただきたいと思います。 

 画面のほうも、パワーポイントは関係あるところはそのタイミングで表示させていただ

くことと思いますので、両方見ながらちょっと忙しいですけれども、よろしくお願いいた

します。あと当然第２回目の議事録もございますので、ちょっと字が小さいですけれど

も、後でゆっくり見ていただければと思います。 

 では、Ａ３の資料で資料３、自転車利用者に対するマナー・モラル啓発活動ということ

で、やっぱり先ほどの意識をきちんと持ってもらいたいというところで、（１）は、町内

会・自治会をはじめとした地域によるマナー・モラル啓発活動を促進。これは啓発用チラ

シとかポスターとかのぼりとかを使いまして、区のほうの町内会連絡協議会を通じて各戸

回覧とか掲示板にポスターを張っていただくとか、また、新年会とか総会とかがこれから

あるかと思いますので、いろんな会合で自転車に対するマナー・モラル啓発活動をアピー

ルしていただくと。場合によっては、必要に応じて、今活動している方にお願いして説明

者、講師なんかを派遣して、そこでじっくりと話してもらうというような方法を一応提案

させていただいております。 

 実行主体ということで、やっぱり誰がするんだというのもはっきりさせながらやってい

かないといけないなということもありまして、各町内会・自治会、もちろん中原区町内会

連絡協議会とかで取り組んでいただきたい。事例については、後でまた報告をお願いした

いと思います。 
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 実施スケジュール、今日は１月20日ですので、２月、３月から開始して、22年、１年間

ぐらいやったらどうかということで大まかなスケジュールを引っ張っております。 

 （２）は、区民会議委員の出身団体におけるマナー・モラル啓発活動の促進ということ

では、区民会議の委員さん方、ＰＴＡから始まりまして商店街とか民生委員・児童委員と

か、本当にいろんなところから来ておりますので、ぜひ各委員さんの出身母体の中で、先

ほどの町内会と同じような形でいろんな会合のタイミングで参加者にアピールをしていた

だきたい。同じように、場合によっては説明者、講師というものも派遣しますよと。ま

た、そのほかに各団体でも考えていただいて、団体での独自の取り組みもお願いできたら

なというふうに思っております。あと、実施スケジュールは先ほどの町内会・自治会での

啓発活動と同じ行程にしております。 

 ３番目としましては、やはりこれからの若い世代に向けた啓発活動というのもやりたい

ねということで、例えば子どもや子育て世代に関連の深い団体を通じてチラシ、ポスター

なんかを配布して、必要に応じて講師を派遣する。子育て団体とかＰＴＡさんとか子ども

会とか子育て支援実行委員会とかいろいろありますので、そういうところにお願いした

い。あとコンサート等があったときには、結構若い方が集まるコンサートでの何かイベン

トを場所を使わせていただいてアピールできないかなということもあります。あとは昨今

のホームページみたいなところできちんと情報発信をしていくということで、このホーム

ページについては、どこがやるかとか費用をどうするかとかという問題はちょっとまだ詰

めておりませんけれども、いずれにしても22年１月、３月に向けてやっていきたいなとい

うことでスケジュールを引っ張っております。 

 次に、駅周辺の商店街における放置自転車対策の取り組み促進ということでは、委員で

あります川連さんのほうが既に新丸子駅周辺商店街をモデル地区としてということで12月

から取り組んでおりますので、また後ほど事例報告をしていただきますけれども、やっぱ

りそういうモデル的な活動をしていただいたそういう事例をほかの区の中の商店街の方に

も紹介して、ぜひ商店街ごとに考えていただきたいなというのが商店街での取り組みでお

願いしたいことでございます。 

 そのほか、商店街における放置自転車対策例としましては、これは当然川崎市だけでは

なくて、全国の都市でもやっぱり同じような問題がございまして、それぞれいろんな取り

組みをしているということもわかっておりますので、例えば駐輪場をきちんと使った方に

は商店街での割引制度みたいなものを設けるとか、あとお店の前には簡易駐輪スペースな

んかも設置していただくとか、自転車に例えば買い物中ですよみたいな札をつけて、これ

は短時間の買い物でたまたまちょっとだけ置いているんですよみたいなことで容認しても

らうとか、そういうようなことを、やっぱりこれも商店街ごとのいろいろ事情がございま

すので、商店街ごとに考えていただきたいなということで挙げております。 

 次の裏側の上のほうは行政の取り組みということですので、では、これは企画課さんの
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ほうからご説明をよろしくお願いいたします。 

事務局 それでは、資料３の裏側の上の部分が行政の取り組みという形で、取り組み内容

を３つほど書かせていただいております。 

 まず、地域における放置自転車対策の取り組みとの連携ということでございますけれど

も、具体的な実行方法として３つ挙げさせていただいております。まず、地域における自

主的な放置自転車対策やマナー・モラル啓発活動に必要な物品の貸与ということでござい

ますけれども、こちらのほうは今現在も必要に応じて物品の貸与等を行っておるところで

ございますけれども、具体的な取り組み事例といたしましては、新丸子の商店街さんでご

ざいましたり、新城中央町内会の取り組みに対して、のぼり旗、また腕章等の貸し出しを

行い連携しているところでございます。 

 また、２番目の放置自転車への警告札貼付などの取り組みと放置自転車撤去活動の連携

でございますけれども、何回かお話が出ておりますけれども、新丸子駅周辺で川連委員を

初めとした商店街の皆さんが今現在警告チラシを張っていく活動をされているところでご

ざいますけれども、こちらと連携いたしまして、市の放置自転車の撤去の日にちを前日に

合わせるという形で、警告チラシを張った翌日に市のほうで撤去を行うという形でタイミ

ングを合わせまして、警告チラシを張った抑止効果を高める工夫を行っているところでご

ざいます。 

 それから、３番目の交通安全キャンペーンと連携して区民会議の取り組みをアピールと

いうところは、具体的な方法につきましては現在検討中でございますけれども、交通安全

キャンペーンを、地域の方々、また警察、区役所と協働いたしまして、年４回キャンペー

ンを行っております。こちらに区民会議の方々にもご参加いただきながら、放置自転車問

題への取り組みをアピールしていただくことなどを想定しております。具体的な方法につ

きましては今後検討、調整が必要と考えておりますけれども、考えられる例といたしまし

ては、放置自転車の防止の呼びかけキャンペーンをモデル的に行っていらっしゃいます新

丸子駅のほうと連携しながらやるなどが想定されるところでございます。 

 続きまして、小杉駅周辺再開発地区をモデル地区として駐輪場への的確な誘導と利用促

進キャンペーンの実施を検討でございますけれども、小杉の再開発地区は今、高層マンシ

ョンが林立してこれから入居も本格化しているというところで、今現在はまだ放置自転車

等もなくきれいな再開発地区という形になっておりますけれども、平成22年３月に横須賀

線の武蔵小杉新駅が開業されるということで、自転車の流れ等変化していくということも

考えられます。そういうこともありまして、放置自転車をこちらの地域も未然に防いでい

くと。また、ＪＲの新駅のところに新たに駐輪場が設置されるという予定になっておりま

すので、そちらへ適切な誘導を行いまして、放置自転車の防止を図ってまいるという取り

組みを実施に向けて検討しているところでございます。 

 それから、小杉駅周辺再開発地区をモデル地区として自転車利用者動向調査の実施を検
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討ということでございますけれども、こちらのほうもより効果的な放置自転車対策を行う

というためには、小杉駅周辺をモデル地区として、時間帯別、地区別の放置自転車台数、

また自転車利用者の動向について調査の検討を行うというものでございます。こちらのほ

うにつきましては、放置自転車の正確な台数や利用者の動向をつかんで、その傾向に基づ

いて効果的な放置自転車対策を実施するために必要な調査と考えております。 

 調査手法につきましては、定点的な台数調査にとどまらず、利用者のヒアリングも重要

かと思いますので、こちらも想定しております。通常の調査より費用、また時間もかかる

見込みでございますので、予算上の問題や調査の時期などについて検討を行っているとこ

ろでございます。 

 行政の取り組みについては以上でございます。 

竹井副委員長 ありがとうございます。では、残りのその他の課題ということで説明させ

ていただきます。 

 自転車利用者のための環境整備ということでは、放置自転車だけの問題ではなくて自転

車全体のことを考えますと、夜のライトをつけていないとか歩道をすごい勢いで走ってい

くとか、いろんな問題もございます。それは１つは、例えば車道、歩道とかが狭いから、

例えば府中県道なんかですと狭い道路ですので、自転車で車道を走るとやっぱり車が脇を

通りますので怖いということで、しようがなくではありませんけれども、歩道を自転車が

走っているみたいなこともございます。そういうところは本当にハード面として、なかな

か広くはならないですけれども、少しずつ道路を広くするとか、歩道にも自転車が通る専

用の歩道をつくるとか、そういったことも必要であろうと。あと、いろんな標識等も整備

していくことが必要であろうということをその他の課題として挙げております。 

 あと、駅から離れた場所への駐輪場設置ということでは、健康のために自転車を使わな

いで歩きましょうとかというのもその１つかなと思いますし、少し時間の余裕を持って駅

から少し離れたところに駐輪場を設けて、そこに置いてから駅まで歩いていくというよう

なことも必要ではないかと。要するに、駅のすぐ直近にたくさんの駐輪場をたくさん設け

るのはやはり土地の問題とかお金の問題で無理がございますので、多少余裕のある周辺部

に駐輪場を設けてそれを使っていただくことができないかというのが２番目でございま

す。 

 自転車に代わる交通手段の検討というところでは、コミュニティバスとかミニバスとか

の交通手段も考えていかないといけないなと。特にお年寄りなんかは歩くよりも自転車を

使ったほうがご移動しやすい方もいらっしゃると聞いておりますので、そうであるなら、

簡単に使えるようなバスみたいな交通網を公共的な交通機関として整備していくことによ

って、自転車を使わなくても買い物に出ることができるとか、最近小さな商店といいます

か、お店が減っていることもありますので、特にお年寄りの方は身近なところにお店がな

いと困ってしまうということもありますので、そのためには、やはり公共の交通機関を整
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備していくことも大切だなというのが３番目でございます。 

 最後は、これは芳賀委員からの提案でもあったんですけれども、今回この区民会議で、

地域・区民・区民会議の取り組みということと行政の取り組み、その他の課題ということ

で提案させていただいておりますけれども、これを中原区民23万人の区民全員に知ってい

ただくなりやっていただくには、やっぱり我々区民会議のメンバーだけでも足りません

し、傍聴している方も協力していただけると思いますけれども、そういう方も足りません

し、自転車と共生するまちづくり委員会のメンバーの数でも足りませんし、市議会さん、

県議会さんの協力もあっても多分不十分ですので、区全体の面的な活動にしていくために

は、町内会・自治会を初めいろんな諸団体、商店街とかも一緒に考えていってほしいとい

うことで、こういうような提案を具体化していくようなことをお願いするに当たって、区

民会議の中は審議する場ということで位置づけられておりますので、もう一つ別の場所が

必要ではないかということで、連絡協議会みたいなものが一応提案されております。 

 最初の提案は放置自転車に関する連絡協議会だったんですけれども、今回は区民会議の

中で放置自転車の問題を取り上げておりますけれども、これからも多分いろんなテーマを

扱っていくと思いますので、そのたびにいろんな連絡協議会をつくるのはちょっと大変か

なということで、（仮称）ということで地域課題連絡協議会という名前で、そういうテー

マを順番に扱っていけるような協議会を作って、その中で各団体にも集まっていただいて

議論し実行して、またその結果を報告して、その情報を共有しながら次をどうやっていく

かみたいなことを考えていくような組織立てが必要かなということで、最後に区民会議で

取り上げた課題解決の取り組みの窓口となる組織の検討ということで挙げております。こ

れは本当に区民会議の議論した結果を区民全員でどうやっていくかというための１つの組

織かなと思いますので、これも今後ぜひ検討していきたいなと思っております。 

 以上、部会の２回の報告をさせていただきましたが、先ほども言いましたとおり、通勤

自転車に対しての対策は、ある程度朝の自転車の数というのが減っているかなということ

で、所定の成果が今まで行政を中心にやられた結果が出ていますと。ただ、やっぱり10時

過ぎからの多分買い物客が使っています自転車の数が増えているかなということで、そう

いうところでは駐輪場整備、撤去活動なんかをやっておりますけれども、そういうハード

面の取り組みだけではなくて、不十分といいますか、十分ではないので、今後はマナー・

モラルキャンペーンとか商店街さんのいろんな取り組みとか、そういうようなソフト面の

ほうも重視していかないといけないのかなというのが全体の議論かなと思います。 

 そのソフト面の取り組みに当たりましては、行政だけではなくて、やっぱり市民みんな

が取り組む。逆に市民の責務と言ったほうがいいかもしれませんけれども、我々本当に住

んでいる住民、区民がやっぱり真剣に取り組んでいく内容かなと思いますので、区民会議

の設けられた目的の一つも、区民、市民が何をやっていくかということかと思いますの

で、そういうソフト面についてを区民会議を中心にこういう提案でやっていけたらいいな
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ということで、一応部会の報告とさせていただきます。 

 引き続きまして、先ほど事例のほうが何点かございましたのでその報告をお願いするこ

とにしますが、本当に素晴らしいと思いますのは、区民会議で何かを議論してから、では

みんなでやろうというのではなくて、並行して、または先行していろいろな取り組みが行

われているというのが皆さんの活動の素晴らしさかなと思っておりますので、そういうと

ころで事例の報告をお願いします。 

 では、まず吉房さんのほうから、小杉二丁目町内会の報告をお願いいたします。 

吉房委員 はい、わかりました。私のほうから自転車のマナーアップという運動のことで

皆さんにちょっと説明していきたいと思います。 

 実は私のほうでは、まずマナーアップ運動を展開するに当たり、その前にいろいろ検討

しました。それにはやはり中原区の今の道路の事情が自転車に合ったような道路というの

は余りない。自転車と歩道と同じようなところにありますけれども、車の走るところと同

じに自転車が走る、この道路が一番多いということがよくわかりました。この点を、幾ら

マナーを守れ、マナーを守れと言っても、やはり道路のほうもよくしなければいけない。

また、標示してあるその点も、自転車の歩道ですというと、その標示もはっきりしていな

い。そういうことをいろいろと私ども役員会で調査しましたら、いろいろとありました。 

 でも、それはそれといたしまして、自転車に対してのマナーを守らなければすべてだめ

だと。実際にマナーを守れれば放置自転車もいろいろと数が少なくなる、なくなってくる

ということで、言葉では簡単なんですが、これは非常に難しい問題でございまして、自転

車マナーアップ運動を私のほうでやっておりますけれども、なかなかこれは浸透していな

い。これがパトロールをやったらどうの、啓発運動をやったらどうのということは、人間

一人一人がやはりルールを守るということで、自分のところの家庭の生活そのものから見

ても、すべていろいろと問題があってその辺を守るということで、そういうことがきちっ

となっていれば自転車のマナーアップ運動も解決してくるのではないかということが、い

ろいろと議論した末にそういうことに入っていきました。 

 それはそれとしまして、小杉町二丁目町内会の自転車マナーアップの取り組みについて

は、昨年の７月１日から既に入りました。これの最初のきっかけは、子ども会に呼びか

け、今は育成会と言うんですが、育成会に加入している子どもさんが123名いるんです

ね。これに対しまして、自転車のマナーアップについてこうだというふうに運動を展開す

るに当たり、自共生にお願いしましてバッジを作ってもらったり、また、地域振興課にお

願いしましてポスター等を作ってもらいまして、それから、今建設中の三井不動産、それ

から新日石不動産にお願いしまして、フェンスの約200メートルの長さのところに今張っ

てありますけれども、さらにあそこにポスターを約20枚ぐらい張っていきたいと思うんで

すが、それだけでは決してマナーが向上するというようなことは私はまずは考えておりま

せん。でも、そういうことに町会が取り組んでいかなければやはりみんながわからないと
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思うので、まず小杉二丁目の発信としましてマナーアップ運動を展開すれば、私は中原区

76町会に声をかけて、掲示板１つでもいいですから、マナーアップ運動のポスターを張っ

てもらうようにやってもらいたい。これからはそういうようなことを私はお願いしていき

たいと思うんです。 

 これが自転車のマナーアップといいますと、この表に出ていますけれども、既に去年の

７月１日にやっておりますけれども、これをずっと続けて、いろいろと私どもはやり始め

て知恵が出てきました。それはどういうふうな知恵かと。１つの点を挙げますと、やはり

子どもさんを一番ターゲットにしまして、子どもさんに自転車の乗り方、これは学校とか

がいろいろもう既に教育しておりますけれども、地域でやはりそれをやっていかなければ

向上心は浮かばないということがよくわかりました。今度、私はコミュニティというよう

な場所をつくって、そういうところで自転車とかいろいろなことをやっていきたいと考え

ておりますけれども、自転車マナーアップについては、資料３に書いてあるとおり、これ

からもっと文言は増えるわけでございますけれども、うちのほうでは今申し上げたとお

り、これからもっと自転車マナーアップをやれば、あらゆる方面のマナーも向上していく

のではないかというような感じでやっております。 

 そんなことで、今簡単に説明したのですが、自共生に私もいろいろと聞きました。これ

は今芳賀さんもやっておられるのですが、芳賀さんの協力を得まして一緒にやっていきた

いと。また、町会、町連もこういうことについて取り組んでやっていくというようなこと

を私は申し入れてやっていくつもりでございます。そんなことで、やはり一人一人がその

ことをよくわきまえてもらうような啓発運動をやっていくつもりです。また、パトロール

よりは啓発運動のほうがちょっと効くのではないかと思います。パトロールをやってもそ

んなあれはないと思いまして、昨年は約1,000世帯の家に全部チラシを配布しました。そ

れにはマナーアップについての10カ条の守らなければならない項目もつけてやりました。

本年も２回ぐらいは啓発のチラシをまく。でも、これもやはり1,000部以上になりますと

大変な、そんなではないんですが多少の金額はかかる。そういう問題もありまして、でも

それはやらなければいけないということで、やはり2,000部ぐらい作って２回ぐらいやっ

て、そのほかにポスターなどのいろいろなものをまた考えて張って、さらに自転車のマナ

ーアップ運動についてこれから向かって、また本年もそういう方向でやっていきたいと私

どもは思っております。以上です。 

竹井副委員長 ありがとうございました。本当に町内会一丸となってやっているような報

告でございました。 

 次に、資料４の２ページ目になりますけれども、中原区ＰＴＡ協議会の取り組みという

ことで大下さんのほうからお願いいたします。 

大下委員 それでは、取り組み事例２といたしまして、私ども中原区ＰＴＡ協議会のほう

で取り組んだ事例を紹介させていただきたいと思います。 
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 まず、中原区ＰＴＡ協議会と一言で申しましても、皆さんの中には余りご存じない方も

いらっしゃるかと思いますので、どういった組織かということを説明させていただきたい

と思います。 

 中原区の中には小学校が18校、そして中学校が８校、聾学校が１校、合計26校の公立の

小中学校がございます。その中で各学校さんからの代表が１名集まりまして、月に１度運

営会議というものを開きまして、その中で子どもたちの学ぶべき環境を整えていただける

ようにたくさんの機関の方々に働きかけるようにさまざまな話し合いをさせていただいて

おります。そして、それ以前に私たちは子どもたちのお手本にならなくてはいけない立場

の保護者です。そういった私たちが集まっている中原区ＰＴＡ協議会の中で、区民会議さ

んで取り組まれているほど重要になっている違法駐輪の問題、こちらのほうが案外認識さ

れていなかったということがまず１つございました。 

 そこで区Ｐ協のほうでは、今後どのような形で協力できるかと話し合いまして、まずそ

の中の一つとして、そちらにいらっしゃいます芳賀委員さんに区Ｐ協の運営会議の席にお

越しいただいて、今置かれている現状を説明していただこうということになりました。こ

ちらに記載されておりますとおり、その会合が12月12日に開催することができました。芳

賀委員さん、その節はどうもありがとうございました。そこの場で、芳賀委員さんから、

違法駐輪をされている時間帯というのが午後からということで、その時間帯に意外と私た

ち保護者が余り意識もせずに自転車を駐輪していることが多いのではないかというような

ことに気づくことができました。また、芳賀委員さんからは、自共生さんの活動の中でい

ただいているクレームの中に、何とＰＴＡ活動の活動中に発生している、ご迷惑をおかけ

しているような状態があるということを知ることができました。このことは今後、ＰＴＡ

活動の中で改めていただけるように運営会議の場でもお願いをいたしました。 

 また、この運営会議の場は、とりあえず芳賀委員さんのほうからご説明をいただきまし

て、今後は各学校さんにこの問題を持ち帰っていただいて、それぞれでどのような形でこ

の問題に対して対処していけるかどうかを話し合っていただけるようにお願いしている状

態でございます。また追って各学校さんからのご報告が参りましたら、そのときには皆様

のほうにもご報告させていただきたいと考えております。以上です。 

竹井副委員長 ありがとうございました。 

 では、引き続いて芳賀委員のほうからお願いします。 

芳賀委員 では、ちょっと一言加えさせていただきます。12日に区Ｐの皆さん、忙しいと

ころの貴重な時間を30分ほどいただきまして、私どものほうで今まで活動してきた内容、

それからどういう目的を持ってやっているのかというような話をさせていただいて、特に

区Ｐのお母さん方にはこういうところで気をつけていただきたいというところをお話しさ

せていただきました。自転車を利用されている方というのはいろいろいっぱいいらっしゃ

いますけれども、特にお母さん方ではこういうところに気をつけていただければありがた



 14

いですねということで、少し的を絞った話をさせていただきまして、皆さんのほうからも

なるほどというようなご感想をいただきました。非常に貴重な時間をありがたかったので

すけれども、今後私のほうとしては、もし各学校のＰＴＡさんからのお話があればいつで

も出向く予定にしておりますので、ぜひ気安くお声がけいただければと思います。どうぞ

よろしくお願いいたします。 

竹井副委員長 ありがとうございました。 

 では、引き続いて取り組み事例３ということで、新丸子駅周辺放置自転車対策活動とい

うことで、川連さん、よろしくお願いいたします。 

川連委員 新丸子地区の商店街の連合会の会長をやっております川連といいます。 

 中原区内の私がねらったところは商店街にわかってほしいなというか、中原区内の商店

街で実際に放置自転車に手をつけたといいますか、私が初めてだと思うんです。それでほ

かの商店街にそれがだんだん波及していけばいいのではないかと思っておりましたので、

私のほうは、まず昨年の12月に４回、放置自転車に警告文をつけました。それも私の考え

でやったんですけれども、視覚からみんなにこの場所は自転車が置けない場所だというの

をわかっていただきたいと思いまして、こんなＢ５判という大きなチラシをつくりまし

た。これは1,000枚まず作りまして、今月もう１回やりまして、大体これで1,000枚終わる

んですけれども、その次はこの半分の用紙で、文章もこのときは「マナーを守るあなたが

好きです」ということで、自転車を置く人におやおやというような気持ちになってもらお

うと思ってやったんですけれども、大体1,000人の方に見ていただいたのではないかと思

っております。ですから、次回は、今度はもう違法駐車をやめましょうという文言に変え

ます。それでまた今1,000枚印刷をしているところなんですけれども、第２弾目はそれを

やりたいと思っております。 

 本当に実際に４回やってみましたけれども、一番最初は12月２日だったんですけれど

も、大体私どもの作業は３時半から４時ごろやります。各商店街の会長を呼んで、私を含

めて五、六人でやるんですけれども、一番最初に警告文をつけましたのは230台ぐらいあ

ったんです。次の日にまた同じ時間に私が調べて歩きました。どのぐらいの数が置いてあ

るのだろうと思いまして調べましたら、それでもびっくりしたんですけれども、前日より

も90台減っているんですよね。こんなに効くのかなと思っていたんです。 

 ２回目は、今度は12月10日にやったんですけれども、このときは200台ございました。

翌日やはり４時ごろ調べにいきましたら、大体80台ぐらいは減っておりました。これはう

まいなと思っていたんですけれども、３回目、４回目になりましたらちょっと台数がもう

増えてしまって、また今月、今まで全く１回もやっていないものですから、もう毎日気に

なってしようがないんですけれども、やっぱり増えているんです。歩道の上に置いてある

自転車、新丸子には駐輪場がもうこれからできませんので無理といえば無理なんでしょう

けれども、置き方に腹が立つんです。こんな置き方をしたらここを通る人が通れるかどう
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かというのを何で考えないのかなと思うわけです。ですから、また後ほど芳賀さんのほう

だとか吉房さんにもお願いしたいんですけれども、できれば小さい子どもさんから、学校

でも町内会でも結構ですけれども、勉強会をやっていただいて、そういうマナーを身につ

けてもらいたいなと思います。そんなところです。これからも頑張ってやっていきます。

よろしくお願いいたします。 

竹井副委員長 ありがとうございました。 

 以上３つの事例を含めまして、調査課題部会の報告を終わらせていただきます。 

藤枝委員長 竹井副委員長、ありがとうございました。 

 大人ではだめですか、子どもでなければ。 

川連委員 こんなことをやっても目に入らないみたいです。 

藤枝委員長 ですから、先ほどから言われている、確かに放置自転車ではなくて違法駐輪

というのをちょっとことしは大々的に広めていきたいですね。そうすれば多少効き目があ

るかなと思うんですけれども。ありがとうございました。 

 以上で課題調査部会の議論をされた内容をご報告いただきました。そして、その結果と

しまして区民会議の取り組みについての提案をまとめていただきました。提案内容などに

ついて皆様からご意見などがありましたらいただきたいと思うんですが、その前に、今回

の会議の前に皆さんにアンケートをお願いしてあったんです。その返事がここの中にざっ

と書いてあると思うんですが、これから時間が十分ございますので、皆様のご自由な意見

をたっぷりと聞かせていただきたいなと思っております。どなたかどうぞ。30分あります

から、どうぞ思いのたけをお願いいたします。 

芳賀委員 芳賀でございますけれども、私どもがやっております自転車と共生するまちづ

くり委員会ではこのたびポスターを作りまして、町中にお願いするということで昨年から

ずっと活動を始めまして、いよいよでき上がりまして、今月から実際に掲示する場所にお

願いに行っているというような状況です。今月いっぱいぐらいいろんなところにお願いに

上がりまして、できれば皆さんの目につくところに張っていただけるということで、昨年

度には小杉の商店街の皆さんにお願いして、ショーウインドウ等に張っていただいたんで

すけれども、それをさらにまた拡大して、大型店舗、金融関係の方、それから行政関係の

建物等々にももう少しいっぱい張っていただいて、皆さんに気にしていただける場所に張

っていけばそれだけ効果が出てくるかなということで、今までのポスターもＡ４というこ

とでちょっと小さかったものですからなかなか見にくかったんですけれども、今度は、今

のところはＡ３で作っております。 

 ちょっと今お見せしますので。３種類ありまして、それぞれ目的を少しずつ変えまして

やっております。一番左側のほうが自転車で守っていただきたい４つのルールということ

で、私どものほうで皆さんにお願いしたいルールを特に抜粋して、中原区にはこれが一番

いいのかなという。それから真ん中のほうにはマナーアップ宣言ということで、放置自転
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車を中心にこういうふうに放置されていると非常に歩きにくいですよというようなことで

す。右側のポスターは、これはもうどちらかというと私どものほうの宣伝をさせていただ

くという形で、こういう形で活動している人間もおりますよということを皆さんに知って

いただきたいということで３枚、組みではありません。ばらばらで、もしこれから皆さん

のほうにお願いしてうちはこのポスターでいいよということであれば、そのポスターを張

らせていただく。 

 それから、デザインにつきましては、一応デザイン事務所についていただいてそのとお

り作っていただいたものですから簡単には変えられないんですけれども、皆さんのほうの

ご要望によって書き込むスペースの問題とか色の問題とか、その辺は多少移動できるよう

にお願いしてあります。例えば、この緑の色が濃過ぎるからもう少し薄くしてほしいと

か、それから、下のほうに自分たちの町内会の名前とか町内会のモットーを入れたいとい

うようなことであれば、その辺の修正はできるようになっております。それが一応ポスタ

ーです。 

 もう一つ、呼び掛け活動ということで、要するに放置自転車をやめましょう、駐輪場を

利用しましょうということをずっと月２回ずつ今のところやっております。そのときに

我々が立っている場所に看板を出して、皆さんにまたもう一つ、自転車のマナーを守ると

いうことが非常にいいことだということをアピールしようということで、ちょっと上に出

してくれますか。左側のほうが先ほどの放置の問題を書いたポスターです。それから真ん

中、これは歩くことをちょっとお勧めしているんです。前回も皆さんのほうからも意見と

して歩くのがいいという、なるべく自転車に乗らないで歩きましょうという提案が非常に

多かったものですから、それを中心につくりまして、ただ、健康のために歩くというとっ

てもかたい文句になってしまうので、ちょっとやわらかく「歩くことはカッコイイ！」と

いうふうに、スマートな女性がすっと歩いている絵柄を作ってみました。 

 それからまたもう一つ、３番目は、これは私どもの多少宣伝になるかもしれませんけれ

ども、こういうことでボランティアでこの自転車の問題に取り組んでいる者もおりますよ

ということで、これは私どもだけでなくて、今関心のある皆さんのことも含まれてくると

思いますので、このような看板を呼びかけ活動のときに出しまして、少しでも皆さんに関

心を持っていただきたいということにしております。このポスターにつきましては、先ほ

ど申し上げましたように皆さんからの要望によりまして多少変更したりすることはできま

すので、ご要望があればお応えしたいと思います。ただ、予算の配分の関係で、私どもの

ほうでいただいています予算はもうほとんどございませんので、これからまた増し刷りの

場合には区民会議の特別のご予算をいただければと思っております。その切はまたお話し

合いをしながらやらせていただきたいと思いますので、こういうものができたということ

をちょっとご披露させていただきたいと思います。以上です。 

藤枝委員長 ありがとうございました。大分わかりよく書いてありますね。細かい文句よ
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りまずぱっと最初に見た瞬間に人目を引くようなポスターのほうが、いろいろ細かいのを

見るよりもさっと一目で見られるほうがアピール度が強いのではないですかね。 

芳賀委員 なるべく簡明にということで、まず絵を見ていただいて何だろうと思っていた

だいて、もう少し関心のある方は書いてある字を読んでいただくというふうにして、た

だ、何だろうと見たときにもぱっとわかるような、これは何のことをやっているんだとわ

かるように考えて作っております。 

藤枝委員長 ほかにどなたかございませんか。松本さん、どうぞ。 

松本委員 実際に自転車を利用して駐輪場を使いたいと思ったときに、どこの駐輪場に行

けば使えるかという情報がなかなか入らないので、例えば私の家からですと、新丸子駅と

それから武蔵小杉と２駅使えるんですけれども、そこの駐輪場を、例えば通勤通学以外に

買い物とか遠出をするときに、どこの駐輪場に行けば必ずとめられるか。中には、時間帯

によってはもう満杯になっていて、ほかの駐輪場に移動しなければいけないということも

あったりするので、この時間帯だったらここに行けば確実に駐輪場が使えるというような

情報がどこかで得られるようになると、使う側としてはすごく便利ではないかなと思うん

ですね。それから一般にも、違法駐輪自体はしたくないと思っても、時間的に余裕がない

方が、もうぎりぎりなので、行ったところがいっぱいでだめだったということでその近く

にとめてしまうとか、そういうことも原因の一つにあるのではないかと思います。 

藤枝委員長 確かに主婦の方なんかはお使いなんかもあるし、空いている場所が現実にわ

からないですけれどもね。どうですか、芳賀さん、こういうのを知らせる方法はあるんで

すかね。 

芳賀委員 実際に体験していることを申し上げますと、呼び掛け活動時にやはり聞かれま

す。ですから、大体その日にちの状況というのを我々としてはつかまえておきながら、こ

この駐輪場なら空いていますよという案内をしています。ただ、最近では、入れる駐輪場

というのは東横線の下のマクドナルドの後ろにある駐輪場ぐらいしか、この地区では時間

が遅くなると空いていません。あそこでも、お昼ごろになるともうほとんど不可能に近い

状態で、午前中ならば30台、50台は入れる。その日、当日という枠をとってありまして、

大体10時過ぎぐらいでも50台分ぐらい空いているかなと思います。 

  それからもう一つ、ヨーカ堂さん、それから東急さん。東急さんが１時間半、ヨーカ

堂さんが２時間、やっぱり地域で買い物されるという方には無料で開放されています。た

だ、ヨーカ堂さんを見ていると、もうほとんど午前中でいっぱいになっていますので、午

後３時ごろの時間帯だと全く利用できないという状況ですね。それで、あそこの場合は

400台入れるんですけれども、400台のうちの上の段に入っている自転車はほとんど通勤通

学者です。１日10時間とめまして100円なんですね。とすると、市の駐輪場と全く同じ値

段なんです。東急さんだと150円かかるんですね。屋根もついているし、ラックがあって

隣の自転車と競り合わないで安心してとめられるということで、最近、ヨーカ堂さんから
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聞きますと、200台分ぐらい常連のご利用の方がいらっしゃいますよということで、ヨー

カ堂さんとしては痛しかゆしということで、せっかく利用いただくのはありがたいんです

けれども、お客さんのほうのスペースをなくしてしまっているのでといって、かといって

断ることはできませんと言っていますね。 

 あとは、一般的には駐輪場として空いている場所はないですけれども、ただ、私の経験

的作戦からいくと、どの駐輪場も満車ですと出ているんですけれども、どうしてもお願い

したいということでお願いすると、そこのおじさん方が、そうですかということで、じ

ゃ、そこに置いていってくださいということで、大概受けてくれますね。私が行って、も

う満車ですと言われるから、いや、何とか、今どうしてもとめるところがないんですよと

言うと、じゃ、そこに置いていってください。どのぐらいですかと言うから、１時間ぐら

いと言うと、じゃ、そこに置いていってくださいといってやってくれますので。よく呼び

かけをしていると、とめられる方に話をかけると、時間がないからしようがないんだと言

うんですね。駐輪場があいていますよと言っても、時間がないからと置いていっちゃいま

す。無理な話をすると、最近非常に物騒ですのでそれ以上のことはしないんですけれど

も。 

  以上、そういうことで急遽の策でしたら、大概の駐輪場だと、お願いするとおじさん

が受けてくれます。それは僕の経験です。だけれども、ふだんゆっくり空いているんだな

というのはもうマクドナルドさんの後ろだけ。それも多分間もなく満杯になってしまうの

ではないかなと思いますね。ほかの駐輪場は全部そうですし。ですから、我々の委員会と

しては、ほかの駐輪場、それから市当局のほうにも増設のお願いは何度もしているんです

けれども、土地の取得の問題とかいろいろ条件がありましてなかなか拡張できない。です

から、小杉の駅前の駐輪場が今6,500台ぐらい収容されていると思うんですけれども、そ

れが小杉の駅に乗りおりする人のための駐輪場として適正な値かどうかというのは、ちょ

っと私もわかりません。でも6,500台ある自治体なんて、全国探しても恐らくないのでは

ないでしょうか。そんなに大きな駐輪場を持っているというところはないと思います。よ

くいろんなところで聞いても、3,000台、4,000台というオーダーでしか話は聞いたことは

ありませんので、これだけ小杉の周辺にあるという状況で。ただ、それだけ利用者が多い

ということですから、それは何らかの方法は考えなければいけないと思っていますけれど

も、現状そんなところです。済みません、蛇足になりました。 

藤枝委員長 ありがとうございました。さっととめられるところは、現実はキャパシティ

ーオーバーが一般的なんですかね。最後の手はおじさんしかないわけですか。 

 ほかにどなたかご意見をいただければ。 

内藤委員 私は第２回目は欠席させていただいたので、今からお話しするのはちょっと逆

行することになるかもしれないですけれども、今の芳賀さんの意見も参考にして。まずマ

ナーアップの点で私たちがやらなくてはいけないことは、この部会でも皆さんがご努力し
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ているのは本当に尊敬したいと思いますし、素晴らしいことで、これからも続けなくては

いけないのですが、例えば、駅に朝行く人たちはみんな通勤ですよね。今、共稼ぎの方も

多いし、例えば10分前に早く出て遠いところにとめて駅まで歩くとか、こういう忙しい社

会の中でなかなかそれが現実に可能かというと、朝の10分、15分とか、買い物のためのち

ょっとした時間というのは、皆さん、すごい猛スピードの中でやっていて、今、芳賀さん

が言った6,500台がすごい自治体だというのですが、私は最初から、どうしてもこれだけ

の大人が集まっているし、先生方もいらっしゃることなので、何としても駅の近くに駐輪

場を増設していただく希望をいつも持っています。 

 例えば私の駅は武蔵中原で駅前に公園があるんですけれども、あれは比較的何年か前に

つくられた公園だったと思うんですが、そのときに、中原駅を使う人が本当に何を必要と

しているかという調査はなされているかもしれないのですけれども、あの場所に公園の半

分ぐらいの感じででも２階建て、３階建てぐらいの駐輪場ができていれば、あの公園のと

ころにばあっと置かれる放置自転車の大部分の人、あとは駐輪場さえ造っておけば、マナ

ーをしっかり守ってくださいというソフトの面で皆さんが一致団結して、今いろいろな町

会、またＰＴＡでやっておられるようなことをこれからも突き進めていけばいいと思うん

です。 

 もう少し区民会議として、これだけの人数、それから先生方もいっぱいいらっしゃる。

いろいろ頭を使って知恵を出して、駅前に駐輪場として本当にいい場所をうまく確保でき

ないか。これは今までの中でも出てきていることで、それは無理だよということで一蹴さ

せられて、そういうご意見は、資料を全部読み返しても、駅前の駐輪場を何としても確保

しましょうという話がないものですから、私はもう１回、駅前のいい場所に駐輪場を。と

いうのは、横浜のほうのあるところで本当に駅前に駐輪場が整備されて、そこをおりると

放置自転車なんかは見えないんですね。だってすぐ、放置自転車をしたいような場所に駐

輪場があるわけですから。ですので、武蔵中原なんかも、公園がもうちょっとうまい形

で、駐輪場と公園との両立ができていればもっとよかったのではないか。 

 それから武蔵小杉も、6,500台が、これからマンションに入られる方、それから私みた

く15分ぐらいかかって来るような人にとっても、何かね。あるところでは２階、３階に上

げて駐輪できるような装置を考えているとか、もちろんお金がかかることなんですけれど

も、それがみんなの知恵と企業さんの協力とか行政サイドとか。これだけの人が違法駐輪

をなくそうとしているわけですから、かつ、最近、ガソリンが高くて自動車を余り使わな

い。だから、駐車場よりも駐輪場のほうをこれからはもっともっと必要とするような人が

増えてくると思うし、中原は平地が多いわけですから自転車を切り離せないので、そちら

の面の駅前のいいところに何としても駐輪場を作っていただくような動きも私はあってい

いのかなという気がいたします。 

芳賀委員 すみません、今、内藤委員から駅前の駐輪場という話が出ていたんですけれど
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も、どなたか行政の方、再開発に伴って増設される話をしていただけませんか。 

事務局 今度の武蔵小杉の横須賀線武蔵小杉新駅が22年３月開業予定でございますけれど

も、その前の駅前広場のほうに４階建ての駐輪場が新設されると伺っています。こちらの

ほうにつきましては、中原区役所といたしましても、先ほど行政の取り組みの中でちょっ

と触れさせていただきましたけれども、こちらの駐輪場に適切に誘導、ご使用いただくよ

うな形で取り組んでいく予定としております。こちらのほうは新たに増設という形になり

ますので、今はみ出している放置自転車をぜひこの中をご活用いただいて、放置自転車防

止につなげていければと考えています。以上でございます。 

藤枝委員長 そのキャパシティーはどのぐらいを見ているんですか。 

事務局 キャパは1400台ぐらいと聞いています。 

藤枝委員長 たしかお金がかかるので、この間、テレビでやっていましたが、何秒かでぴ

ゅっと持っていく、あれは。 

事務局 とめる形式は、まちづくり局から伺っているのは、自走式というか、自分で引き

上げるというか、４階なら４階まで持っていくと。 

藤枝委員長 自走というと、機械がやるのではなくて、自分がやるということですか。 

事務局 自分でやる形になるというふうに伺っています。 

藤枝委員長 ４階までで1,400台ですか。 

事務局 そうです。 

芳賀委員 すみません、私からまた余計なことを言うんですけれども、実は東急さんの東

口の三井さんのビルの前の今駐車場になっているところにもできるわけですよね、中央広

場とかというところにも１カ所、600台ぐらいか何百台か入るやつ。それからもう一つ、

こちらのほうの東京電力さんの変電所跡の一番南側にたしか650台ぐらいの駐輪場が移設

といいますか、この２カ所は既存のやつの移設になるんですけれども、今まであった場所

よりも非常に駅に近いいい場所にきっちり整備されるというふうに伺っています。それ

で、横須賀線の場合は全く新設。ですから、既存のものにプラス1,400台が増えるという

ことで、ますます環境はよくなるように聞いていますけれども。 

藤嶋委員 文化協会としましては、会議のたび、前の委員長の横川委員に、区民会議につ

いて、また放置自転車についていつも話をしていただいております。それで、みんなマナ

ーを守ろうということでそういうお話が出ております。そして、私は中丸子なんですが、

平間、中丸子、向河原のほうにももっと目を向けなければいけないと思いました。そし

て、向河原は小杉の再開発で随分自転車はよくなってきているというんですが、平間のほ

うが途中に病院なんかもあるんですね。そうすると、お年寄りの人たちが車を引いて病院

へ行こうと思うんですが、行かれないようなときもあるので、今日は市古先生がお見えに

なっているので、またその点について後で話を伺いたいと思っております。 

藤枝委員長 ありがとうございました。では、もう一方だけ。では、佐野さん、どうぞ。 
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佐野委員 公募の佐野でございます。よろしくお願いいたします。 

 先ほど看板のほうに、歩いたらスマートになるというお話がありましたけれども、私も

ここのところ歩いているので、これからスマートになるのかなと思って、自分で期待して

いるところでございます。でも最近、大分体のほうは健康になりましたので、これからど

んどん歩いてお買い物をしたいなと思っております。 

 先ほどからお聞きしたいことが大分回答が得られましたけれども、最近、ここ数年、自

転車が多いなと感じます。特に私どもが住んでいる、川連さんも一生懸命やってくださっ

ている新丸子駅の西口周辺が特にひどいんですね。とりあえず１月８日に、新丸子駅の西

口の撤去後のきれいな風景。皆さん、汚い風景は写真に撮ってあると思うので、きれいな

ところの風景を写してまいりましたので、ごらんいただきたいな。いつまでこれが続くの

かなと思ったら、もう１月15日には30台ほど並んでいるような状況で、持っていかれた方

は、８日には本当に若者がぼやいて、ええっ、2,500円かと言いながら、自転車を取りに

行くのかなと思って感じておりました。 

 ここのところ回って歩きますと、タワープレイスの前がひどいですね。あそこは２列に

並んで、警備員さんもいらっしゃるんですけれども、全く聞かないような状況で、道路の

ほうまでとめてあるような状況。それから自転車が歩道のほうをスピードを出して走って

歩いている。両わきに自転車があるというような形で、本当にぶつかりそうになる。ベビ

ーカーなんかはぶつかっているような状況ですので、あの辺のところももっときれいにし

たらどうかなとは思っているんですけれども、私一人の力ではできませんので、これから

また考えていただければありがたいなと思っております。 

 先ほど芳賀委員さんのほうからも、東電横のところも大変気になりましたので、調査に

行ってきました。市全体では駅周辺は全面禁止区域になっていますけれども、あそこは車

も通るんですね。ですから、通行人からご意見を伺ったのは、積み荷の出し入れのときは

車が通り過ぎるまで待たされるような状況があるので、ですから、大変腹が立つというお

話も伺っております。歩いて駅に向かう方ですとか、武蔵小杉周辺のマンションにいらっ

しゃる方たちは自転車は利用していないというようなお話でしたので、大変迷惑であるよ

うなお話を伺っております。 

 私もＮＰＯ法人の小杉駅周辺エリアマネジメントの子育て交流のパパママパークこすぎ

というところの代表をしておりまして、そちらのほうで親子と地域の方々、それからスタ

ッフの方々にアンケート調査をしてまいりました。その結果、参考資料１の裏のページに

概要版を載せてございますので、かいつまんで短目にお話しさせていただきたいと思いま

す。 

 実施日については１月14日、対象者、参加者は母親ですね。近隣マンション住民という

ことで、70枚ほど配らせていただきまして、56枚、80％の回収率でございました。年齢に

ついては、やはり子育て中のお母さんですので、20代が多いかなというふうには実際思っ
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たんですけれども、最近高齢というか、30過ぎていまして、30代の方が約62％と非常に多

かったです。20代の方は９人しかいらっしゃらなかったので、今出産は30代過ぎてからの

出産が多いのかなというふうには感じさせていただきました。 

 アンケートの性別のほうは、女性が92.3％の方でした。 

 自転車を日ごろ利用しているかということで、利用していない方が72％。やはりお子さ

んをお持ちでベビーカーを押して歩くのかなというふうには思いました。 

 買い物の目的が多いようで、皆さんはどこにとめていらっしゃるのかなと思ったら、や

っぱり店舗、スーパーなどの駐輪スペースのあるところを利用しているという方が92％い

らっしゃいました。 

 自転車は左側通行で車道を走るのが原則ということで、どこを走っているのかなと思い

ましたら、やっぱり歩道を走っているという答えが出ております。車道のほうは車が走っ

ているので大変危険な状況ですので、歩道を走っているという状況でございました。 

 自由記述につきましては、ごらんのとおり、後でお目通しいただければありがたいんで

すけれども、やはり違法駐輪、違法は違法ですので、違法駐輪をしないように取り締まっ

ていただきたいと。それから、小杉駅は大変みっともないので、全面駐輪禁止区域にして

ほしいということが多くお話が出ておりました。 

 その中で、自転車に乗ってきて置き場を探している人に誘導して置かせている状況はど

うなのかなというご意見も出ておりますし、自転車を置かないように注意してほしいよう

なお話も出ております。 

 辛口で、自転車整理人に850円を払っているのか、優しい川崎市ですねなんていうよう

な記述もございまして、無記名でしたので、その方に説明するのも何ですので、私個人と

しても、あの辺は違法駐輪だということをしっかりと踏まえて、きれいな武蔵小杉のまち

にしていただきたいな。私たちもそのためにマナーアップに努力していきたいと思ってお

りますので、皆様のお知恵をいただきたいと思います。以上でございます。 

藤枝委員長 ありがとうございました。これには村山さんも責任者としてかかわっていら

れるので、ちょっと一言。 

村山委員 現在、再開発地域のほうは12月末で2,100世帯が入居されていまして、マンシ

ョン住民に対してはちゃんと駐輪場は地下にあるんですね。ですから、その辺は駐輪場を

使うというのは少ないのかなと。ただ、買い物に出るということもありますので、そこで

使われるということはあるんでしょうけれども、現在、再開発地域で事務所がありますの

で、私がそこで見ていますと、マンション住民が自転車を使うというのは少ないですね。

土曜、日曜などにお子さんが小さい自転車を広場でよく使っているというところがありま

す。 

 それで、私は、マンション住民に対しては、比較的駅に近いマンションですので、歩き

ましょうというようなことを呼びかけたいというふうに考えています。現在、小杉駅周辺



 23

エリアマネジメントのＮＰＯ法人では、月刊エリアマネジメントという新聞を月１回発行

しておりまして、現在発行部数が2,500ということでマンション住民に配っておりますの

で、私としましては、そういうマンション住民には歩きましょうと。やはり歩くというこ

とは、自転車だとちょっと見逃している点も歩いてみると思わぬ発見、いいお店を見つけ

たりということもありますので、そういうことを呼びかけていきたいなというふうに考え

ております。ちなみに、私は４人家族で自転車が３台あるんですが、もう自転車は使わな

いということで歩くことにしました。 

藤枝委員長 ありがとうございました。 

 ちょっとさかのぼりますけれども、先ほどの事例発表で宮本委員さんが今日は欠席で、

竹井さんから、これを行政で発表していただけたらということです。 

事務局 資料４の一番裏のページになります。宮本委員提供資料というものを添付させて

いただいておりますが、本日、宮本委員は所要で欠席ということでございますけれども、

事務局のほうで補足させていただきます。 

 宮本委員のほうから、宮本委員の職場でマナーアップキャンペーンに取り組んでいると

いうことで資料の提供をいただきました。この中で自転車のマナーにつきましても職場で

取り組んでおりますということで、皆さんにご報告くださいというふうにご伝言がござい

ましたので、ご紹介させていただきます。資料につきましては、後ほどごらんいただけれ

ばと思います。 

 それから、先ほどの自転車駐輪場のお話のちょっと補足でございますが、芳賀委員から

も補足いただいたところでございますけれども、再開発に伴いまして自転車駐輪場が移転

とか削減とかが行われるという形になります。実際具体的に例えば中小企業婦人会館、東

急の武蔵小杉駅の南口側になりますが、そこが閉鎖されたということでございますが、こ

ちらのほうの駐輪場は、先ほど芳賀委員もご説明していましたが、武蔵小杉駅の南口に新

しく交通広場が整備されまして、そちらの地下のほうに、こちらの代替というか、駐輪場

が新たに新設される。 

 また、東電の横の無料で使っていただいている駐輪場のほうも、暫定的に市民館をお使

いいただくという形で計画されています。またその後は、同じく南口の駐輪場のほうへそ

の分は移転という形で対応していくということで、トータルで考えますと、再開発に伴っ

て削減等された分につきましては、また新たに整備されると。それから純増といたしまし

ては、先ほどの横須賀線の武蔵小杉新駅にできます駐輪場の分は純増という形でございま

す。以上、補足させていただきます。 

藤枝委員長 ありがとうございました。いろいろご意見をいただきましたけれども、先ほ

ど藤嶋さんが言った平間は確かに遅れているみたいですね。向河原はできたんですけれど

もね。何かちょっと格差が出てしまっているみたいですね。 

 以上で大体よろしいでしょうか。 
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大下委員 いつどのタイミングでお話をさせていただいたらいいのかわからなかったもの

で、今、新しく再開発に伴って駐輪場が整備されるというお話をいただいたんですけれど

も、実は先日、芳賀委員さんに区Ｐ協のほうにお越しいただいたときに、運営委員の方々

から、駐輪場の利用をあえて親のほうが控えさせているというような報告がございまし

た。といいますのは、時間帯によっては薄暗かったりとかして、安全面について考える

と、あまり駐輪場を利用しないほうが安全ではないかというようなご意見がございました

ので、今後こういったことも踏まえて考えていただけたらと思いましたので、よろしくお

願いいたします。 

藤枝委員長 入れるときではなくて、出しに行くときが時間的に危ないということです

ね。 

大下委員 そうですね。 

藤枝委員長 なるほど、そういう意見もあるわけですね。 

 皆さん、大分ご意見をいただきましたので、現在の案でできるだけ反映できるものは反

映していきたいなと思っております。大筋でこの取り組みについて皆さんのご了解をいた

だくということでよろしいでしょうか。どうでしょうか。 

吉房委員 ちょっと時間をいただきまして、簡単に済ませます。この中で確かご存じの人

がいると思うんですが、今から20年か18年ぐらい前に、小杉駅周辺を起点として半径500

メートル以内に住んでいる方は、自転車に乗らずに通勤通学してくれというようなあれが

出た。それは行政のほうから出たか、あるいは当時の芳賀さんみたいにやっている方が発

信したのかちょっと私は定かではないのですが、それはかなりきいて、私もそれを励行し

たんです。小杉駅から私の家はちょうど500メートルぐらいです。それでも私は自転車に

乗っていたんです。そういうことがあったもので、単なる駐輪場を増やすとか何とかでは

なく、そういうことを決断してやると、これは区民運動で、皆さんで、500メートル以内

に住んでいる人は通勤通学で自転車を使わずということをちょっと強く決断したほうが、

私はかえって効果があるのではないかなと思うんです。以上です。 

藤枝委員長 ありがとうございました。確かに前から乗らない運動と芳賀さんも言ってい

ますけれども、そうすれば、駐輪場をつくる予算も大分浮くかなとは思うんですが。 

 時間の関係がありますので、本案を今日の区民会議としての取り組み案としてよろしい

でしょうか。皆様、よろしいですか。 

 

（２）運営部会報告～第４回区民会議の検討テーマについて～ 

藤枝委員長 では次に、12月９日に開催しました運営部会についてに入ります。運営部会

では、主に本日の区民会議の運営に関することとか次回の区民会議の検討課題のテーマに

ついて議論いたしました。運営部会の審議内容について、鈴木副委員長にご報告いただき

たいと思います。よろしくお願いいたします。 
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鈴木副委員長 それでは、ご報告させていただきます。ただいま藤枝委員長からもありま

したように、大きく２つのテーマを話し合いました。まず本日の運営に当たりまして、先

ほど報告がありました竹井さんの課題調査部会の報告を受けまして会議の日程調整をさせ

ていただき、本日開催させていただくことになりました。 

 次に、大きな時間を割いたのは、第４回区民会議で話し合う検討テーマについて審議を

行いました。この運営部会は第２回が開催されまして、６名の部会委員全員が９日に出席

して行ったんですが、さまざまな意見が出されております。第１回区民会議で各委員から

提案された検討テーマを参考にしまして、次回のテーマについて意見交換を行いました。

主な意見としては、まず地域の人々の活動や交流の場づくりが重要なテーマではないか

と。財源の問題や人の問題、場所の問題などたくさん課題はあるんですけれども、地域コ

ミュニティという拠点をつくれば、防災防犯の情報も入ってくるし、地域の人たちが集ま

るおしゃべりの場となってもいいのではないかという意見がありました。 

 防災を切り口に地域コミュニティを考えたほうがいいのではないかという意見も出てお

ります。まず防災対策は地域コミュニティがしっかりしていないと対応ができないのでは

ないかということです。その単位も、小学校区単位でつくることが望ましいと。それがで

きれば、子育てや高齢者など福祉や要援護支援者にもつながっていくのではないかという

意見です。 

 それから、地域コミュニティを活性化させるという意見に関しましては、ごみやたばこ

のポイ捨てなどマナーの問題をばらばらに取り上げるのではなく、整理した取り組みが必

要ではないかといった、要するに生活環境に関する意見も出ました。 

 特にこの中で地域のコミュニティにつきましては、地域の場づくりというハード面と

人々が集まって交流が生まれるというソフト面それぞれのコミュニティの拠点づくりが必

要である。要するにハードとソフト両方が活用できる場が必要だということです。 

 それから、行政では大きな防災拠点というのがあるんですけれども、我々市民にも人と

人とのネットワークをつくることで災害時の地域の拠点として考えていくということが必

要でないかという意見が出されました。 

 というような意見の結果、運営部会としては、次回、「これからの地域コミュニティづ

くりを考える」というテーマで、地域のさまざまな問題を解決する地域の力を高めていく

ためにはどうすればよいのか、また、地域における人々の交流を促進して自治活動や市民

活動など地域活動をどのように活性化していくべきかということを検討していきたいなと

いうふうに考えました。第１期中原区区民会議でも、地域活動にどうすれば参加しやすく

なるか、どうすればより多くの区民の参加によるまちづくりが進められるかというテーマ

で議論を行いました。それで地域団体やボランティアグループで活動する人々を紹介した

ところなんですけれども、第２期では、これらの議論を踏まえて、さらに発展的に地域の

コミュニティづくりを考えていきたいと思っております。 
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 また、地域コミュニティの活性化というとどうしても総論的な議論になってしまうと思

うんですが、一口に地域コミュニティといってもさまざまな課題や切り口、活性化のため

の取り組みがあると思いますので、できるだけ区民会議として、また地域として取り組み

やすいテーマにしていきたいなというふうに思っています。ちょっと漠然的な報告になっ

てしまいましたけれども、もし皆様からも、次回のテーマでこの地域コミュニティづくり

ということでご意見がございましたら、参考にさせていただきたいと思いますので、ぜひ

ご発言をお願いしたいと思います。 

 以上で運営部会についての報告をさせていただきました。 

藤枝委員長 鈴木副委員長のご報告で、コミュニティ関係で質問がございましたらいただ

きたいんですけれども。 

吉房委員 今、鈴木さんのほうから説明がありまして、地域のコミュニティということで

ございますが、今川崎市では、川崎市都市型コミュニティ検討委員会というのをやってい

るんですが、都市型コミュニティではなく地域コミュニティがいいのではないかと私は最

初はそう思っていた。実はコミュニティの場所、拠点を固定してしまうと、私は余りよく

ないと。固定するともう決まった人しか来ない。それよりか、今地域振興課のほうでやっ

ております、商店街のこの前の回廊とか、今度ワインだとか、ああいうところで、中原区

で方々に散らばったところでやったほうが、大勢の人にいろんな地域コミュニケーション

がありまして、いろんな情報が入る。１カ所でやりますと固定化してしまって、余りいい

話は出てこない。 

 私は、地域のコミュニティをやるに当たり、うちの町会のところで１つあいているから

そこでやろうかと思ったのですが、そういうと固定してしまって、出てくる人は限られて

しまう。今、等々力老人いこいの家でも、ほとんど来る人が同じ人なので、話題は全く変

わっていない。ですから、方々に、中原区に極端にいいますと10カ所ぐらい作って、これ

がぐるぐる回って大勢の人を呼び込んだほうが、今、川崎市に危機管理室というのが１つ

あるんですが、それに似たようなものを各地域でコミュニティの場所を作ってということ

を考えたんですが、それだと意見が同じようだから、あるいはそうではなくて、あらゆる

いろんな話を聞きたければ、コミュニティの場所をそういうふうに順番に、どこでもあい

ているところがあったらお願いしますとか、そういって周りの人を呼び掛けてやれば、い

ろんな区民の話が入ってくるのではないかというようなことで私は思っておりました。で

すから、これからこれがテーマになりましたらば、よく検討してやったほうがいいのでは

ないかなと私は思います。 

藤枝委員長 次回のテーマは、先ほど鈴木副委員長がおっしゃったように「これからの地

域コミュニティづくりを考える」というのを次回のテーマとして皆さんにもう１回確認を

いただきたいのですが、これでよろしいですか。―では、次回はそういうテーマでやら

せていただきたいと思います。 
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（３）その他 

藤枝委員長 では、最後にその他の議題ということで、竹井副委員長から何かご提案があ

るとのことなので、よろしくお願いいたします。 

竹井副委員長 最後に、参考資料３ということで、Ａ４で１枚配付させていただいており

ます。第１期の区民会議で環境問題を扱いまして、その一つとして「地球にいいことプロ

ジェクト」ということで昨年度推進しておりました。１期の報告書を再度見ていただけれ

ばいろいろやったことが書いてありますけれども、例えば区役所では緑のカーテン、ゴー

ヤのカーテンとか打ち水大作戦、あと区役所の中の１課１エコ運動などをやっております

し、区民発ではペットボトルキャップを集めてみたいな話とか、あと新城商店街でのリユ

ース瓶利用とかいろんなことが行われました。ただ、まだ区民全員に浸透しているかとい

うと、そうではないのかなと思っています。 

 一方、川崎市の中では、かわさき地球温暖化対策推進協議会という組織体がありまし

て、市民、事業者、学校、行政が連携して地球温暖化対策にも取り組んでおります。また

人材育成なんかも行っております。また、この区民会議でも紹介がありましたとおり、カ

ーボン・チャレンジ川崎エコ会議というものも設置されて、市長をトップに市全体でも推

進を強化しております。 

 一応１期目で地球のこと、環境のことをやったのですけれども、その後、ある意味とま

っておりましたけれども、やはりそれは今後も継続してやっていかないといけないことか

なと思っておりますので、この「地球にいいことプロジェクト」をうまく広めていくよう

なことを行いたいなということで、まず準備会をつくりまして、今後半年ぐらいかけてど

んなふうにやっていくかとか、どういう体制が必要だとか、そういったものをぜひ作って

検討していきたいなということで提案しております。 

 当然ながら行政と一緒にやっていくことにもなりますし、これから区民会議の委員の出

身母体とか環境関連の団体とか、本当にいろんなところに呼びかけていきたいなと思って

おります。そういう意味で、プロジェクト準備会の第１回ということで、右下のほうの四

角に書いておりますけれども、来週でちょっと急な話ではありますけれども、１月29日木

曜日の６時半から、この５階の506会議室で準備会の１回目を行いますので、ぜひ関心の

ある方に参加いただくのと、また知り合いで環境問題をやりたいよという人があれば、ぜ

ひお知らせいただいて、参加を募っていただければと思います。これは区民会議の中の組

織ではなくて、先ほども連絡協議会みたいなお話をさせていただきましたけれども、やは

り別の枠組みで、みんなで区内全体でできるような活動ということに持っていければいい

なと思っておりますので、区民会議と連携しながらやるプロジェクトということで進めた

いと思っておりますので、ぜひ29日の６時半、お時間がある方は集まっていただければと

思います。 
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 あと、黄色い紙が置いてありますけれども、今申しましたＣＣ川崎エコ会議のシンポジ

ウムということで、会長の足立さんのお話とか、川崎フロンターレの竹中さんとか、麻生

のほうの自然エネルギーの方とか、中原区内の木村さんといって、風力発電とかそういっ

たことを商売にしている方とか、あと東京電力さんとかがパネルディスカッション、「あ

なたが変われば地球が変わる」という大層なタイトルですけれども、そういうのもありま

すので、これも来週の火曜日３時から産業振興会館ですので、お時間がありましたら、ぜ

ひどうぞ。以上です。 

藤枝委員長 この区民会議ですけれども、昨年、横川さんもご一緒だったんですが、松沢

さんとか阿部さんが出て、区民会議に関する討論会がありまして、そこで、皆さんにお話

ししたような気がしますが、麻生区の委員さんが、フランスでは区民会議が50年の歴史が

あるんですね。まだ中原区は２期目です。向こうではそれほど大きな組織になっているん

です。それに負けないように、中原区の区民会議もこれから頑張っていきたいなと思って

おります。50年の歴史ということはすごい発言力があるそうです。 

 では、最後に事務局から何か連絡事項などはありますでしょうか。 

事務局 事務局のほうから１点、事務連絡ということでお伝えいたします。 

 皆様方へ本日の第３回の開催通知にもちょっと書かせていただきましたが、第４回の区

民会議の日程でございますけれども、３月19日午後３時からということで予定しておりま

す。こちらにつきましてご出席のほうをお願いいたします。議題につきましては、今決ま

りました「これからの地域コミュニティづくりを考える」ということで、皆様方にご議

論、ご検討いただくという形になりますので、よろしくお願いいたします。 

 事務局からは以上でございます。 

藤枝委員長 ありがとうございました。 

 

４ 閉会 

藤枝委員長 皆様のご協力をいただきまして、円滑な議事を進めることができましたこと

を、副委員長ともども深く感謝いたします。また、参与の方々、それから傍聴にいらした

方、最後までおつき合いいただきましてありがとうございました。 

 これで第３回の中原区区民会議を閉会といたします。ありがとうございました。（拍

手） 

 

午後３時59分  閉 会 

 


